
（公印省略） 

６健保第３４６４号 

令和６年８月１日 

福岡県薬剤師会 

会長 小田 真稔 様 

久留米市長 原口 新五 

(健康福祉部健康保険課)  

  

 

国民健康保険事業に係る文書の配布について（依頼） 

 

 

日頃より、本市の健康保険行政にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、本市では、令和７年４月１日に久留米市国保の管理システムを移行する

ことに伴い、被保険者証の記号番号を変換することとなりました。つきましては、

医療機関の皆様と連携を図らせていただきながら、対応を進めてまいりたいと

考えておりますので、お手数をお掛けいたしますが、県内の薬剤師会様へ文書の

配布をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】健康保険課 給付チーム 武田・田籠 

電話:0942-30-9029 / FAX：0942-30-9751 



（公印省略）            

６健保第３４６４号 

令和６年８月１日 

 

保険薬局 各位 

久留米市長 原口 新五 

(健康福祉部健康保険課) 

 

国民健康保険事業に係る協力依頼について（お願い） 

 

 平素から、本市国民健康保険事業の運営に際し、ご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本市では、令和７年４月１日に久留米市国保の管理システムを移行することに伴い、被保

険者証の記号番号を変換することとなりました。つきましては、医療機関等の皆様と連携を図らせ

ていただきながら、対応を進めてまいりたいと考えておりますので、お手数をお掛けいたしますが、

お力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

 １．被保険者証の記号番号変換 及び 併記について 

 

  久留米市国保の全世帯を対象に世帯単位の管理番号である「記号・番号」を変換いたします。 

変換時期が被保険者証更新時期と異なるため、本年８月１日発行の更新被保険者証に変換前の

「現記号・番号」と変換後の「新記号・番号」を併記しております。 

 

  【被保険者証（限度額認定証、特定疾病受療証も同様）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※なお、今回の変換は、国が進めるシステム標準化の一環によるものです。本市国保の現行

の「記号・番号」が移行後の標準システムに対応していないため変換を行うもので、本市のみ

の独自の対応となります。 

   

２．変換時期について 

   

  令和７年４月１日 

現行の記号・番号 

（令和 7 年 3月 31 日まで） 

新しい記号・番号 

（令和 7 年 4月 1日から） 



 

３．調剤報酬明細書について 

    

調剤報酬請求の際におきましては、以下の対応をお願い申し上げます。 

 ○令和７年３月３１日以前は ⇒ 「現記号・番号（上段記載）」でご請求ください。 

○令和７年４月  １日以降は ⇒ 「新記号・番号（下段記載）」でご請求ください。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】健康保険課 給付チーム 武田・田籠 

電話:0942-30-9029 / FAX：0942-30-9751 


